
 

令和６年度 入札監視委員会審議概要 

中国四国防衛局  

開 催 日 及 び 場 所 令和７年３月４日（火）広島合同庁舎４号館５階 中国四国防衛局会議室 

委      員 上河内 正和（不動産鑑定士） 

上寺 哲也 （高等専門学校准教授） 

川本 泰清 （税理士） 

甲田  健 （客員研究員） 

仲田 誠一 （弁護士） 

 

Ⅰ 建設工事等に関する審議 

審 議 対 象 期 間 中国四国防衛局 令和６年１０月１日～令和６年１２月３１日 

審 議 対 象 件 数 中国四国防衛局   ６４件 

１．入札状況について（参加資格の設定、指名及び落札決定の経緯等について） 

抽 出 件 数 中国四国防衛局   ５ 件 （審議概要） 

「抽出案件」 

・建設工事 

・建設コンサルタント業務等 

 

「報告事項」 

・低入札事案について 

・不調事案について 

・指名停止等の措置状況について 

建 

 

設 

 

工 

 

事 

一般競争（政府調達協定対象）                  ０  件 

一般競争（政府調達協定対象外） 中国四国防衛局   ３  件 

公 募 型 指 名 競 争                   ０  件 

指 名 競 争                   ０  件 

随 意 契 約 中国四国防衛局    ０  件 

建設コンサルタント業務等 中国四国防衛局   ２  件 

 

 

 ○委員からの 

    意見・質問 

 

 ○それに対する 

    回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

○建設工事 

【一般競争入札（政府調達協定

対象外）】 

《防府北（６）アンテナ基礎等

新設土木工事》 

・最低金額入札者が落札でき

ず、また同額入札者も存在する

事案である。必ずしも特殊な工

事とも思えないが、加算点、施

工体制評価点の算定過程を確認

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《美保通信所外（６）隊舎等改

修建築工事》 

・辞退３者と多く、かつ他の入 

 

 

 

 

 

本工事は施工体制確認型総合評価

落札方式により、価格だけではなく

価格以外の要素を評価し落札者を決

定している。 

評価項目として、企業の実績及び

能力、配置予定管理技術者の経験及

び能力、賃上げ実施企業に対する評

価、その他の項目ごとにそれぞれ評

価を行い技術評価点を付与し、規定

に基づいて算出している。その評価

の結果、入札金額としては２番目で

はあるが評価値が一番高い業者を落

札者と決定している。 

 

 

 

入札状況としては、５者が応札を 
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 ○委員からの 

    意見・質問 

 

 ○それに対する 

    回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

札額と落札額の乖離も大きく、

実質的には１者応札となった事

案とも思われる。本結果に至っ

た経緯を確認したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《日本原（６）厚生施設改修機

械その他工事》 

・一者応札かつ高落札率となっ

た経緯を確認したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建設コンサルタント業務 

【一般競争入札（政府調達協定

対象外）】 

《呉外（６）吉浦燃料貯蔵施設

等調査基本検討》 

・一者応札かつ高落札率となっ 

して、そのうち３者が辞退、１者が

予定価格超過であり、有効札は１者

であった。 

入札を辞退した業者３者に確認し

たところ、全ての業者から、入札ま

での間に別工事の契約が決まり、予

定していた技術者を配置できなくな

ったことから辞退したとの回答であ

った。 

予定価格を超過した業者について

は、局積算より直接工事費がやや高

めであり、共通仮設費と現場管理費

の経費についても局積算より大幅に

高く積算していたため、予定価格か

ら大きく乖離していたものである。 

 

 

 

 

昨今の建設業界の技術者不足を受

け、現在、設備工事業者は応札する

工事を厳選する傾向が顕著である。 

厚生施設の空調設備改修工事にお

いて、主となる機械設備工事以外

に、電気設備工事及び建築工事が含

まれることから他職種の下請けを確

保する必要があり、敬遠される要素

が含まれていたことが要因と考えら

れる。 

本工事の予定価格は、公表されて

いる市場単価や見積により積算して

いること、さらに、諸経費の算定方

法も公表されていることから、局積

算価格に近似した積算が可能であ

り、結果としてこのようになったも

のと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務は、海上自衛隊呉総監部吉浦 
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 ○委員からの 

    意見・質問 

 

 ○それに対する 

    回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

た経緯を確認したい。 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《岩国飛行場（６）藻場・干潟

監視等業務》 

・一者応札かつ高落札率となっ

た経緯を確認したい。仮に特殊

な役務であれば、随意契約にて

適切な価格設定をする方法をと

れないのか教えてほしい。 

 

地区における、燃料施設の整備に関

する検討業務と、検討にあたり必要

となるボーリングや既存コンクリー

トの強度などを調査するものであ

る。 

既存燃料タンクの構造を生かした

燃料貯蔵施設とする計画のため、業

務の履行にあたっては、地盤やコン

クリート構造に対する高度な知見と

ともに、消防法等の法令に精通した

者でないと業務の履行は困難であ

る。また、今回計画する施設は、構

造上さらに特殊なものとなっている

ことから結果的に１者の参加となっ

たと思われる。 

本工事の予定価格は、公表されて

いる市場単価や見積により積算して

いること、さらに、諸経費の算定方

法も公表されていることから、局積

算価格に近似した積算が可能であ

り、結果としてこのようになったも

のと考える。 

 

 

 

 

１者応札の理由については、本業

務内容が専門的な知見を必要とする

分野であり、実施可能な技術者の手

配が難しいことが一因ではないかと

考えている。また、過去からの継続

事業は一般的に新規参入者が敬遠し

がちであるため、このことも一因と

考えられる。 

高落札率の理由については、本業

務に関する歩掛り等が存在しないた

め、見積を依頼し積算の資としてい

るが、結果的に、入札参加者がその

見積を提出した１者のみであったこ

とが一因と考えられる。 

随意契約については、財務大臣が

平成１８年８月の「公共調達の適正

化について」の通知文書において、

「調査研究等に係る委託契約につい 
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 ○委員からの 

    意見・質問 

 

 ○それに対する 

    回答等 

 

 

 

 

 

 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

 

 

て、原則として総合評価による一般 

競争入札によるものとする。」とし

ており、また、「藻場・干潟」に関

する研究は広く行われていることか

ら、当該落札者以外にも受注可能な

業者は存在するものと考えているた

め、入札及び契約の適正化を図る観

点からも、随意契約ではなく「一般

競争入札」としている。 

 

２．談合疑義案件の処理状況について 

談 合 疑 義 件 数         ０ 件 （審議概要） 

 

 なし。 

 

工 

事 

談  合  情  報                 ０  件 

点 検 結 果 疑 義                 ０  件 

業 

務 

談  合  情  報                 ０  件 

点 検 結 果 疑 義                 ０  件 

 

 ○委員からの 

    意見・質問 

 ○それに対する 

    回答等 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

 

 なし。 

 

 

 

なし。 

 

 

  

委員会による意 

見の具申又は勧 

告の内容 

 

 

 

 なし。 

 

 

 

３．入札結果の事後的・分析結果について 

 審 議 概 要  なし 

 

 ○委員からの 

    意見・質問 

 ○それに対する 

    回答等 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

 

 

 なし。 

 

 

 

 

 なし。 

 

 

   

○委員会による 

    意見の具申 

    又は 

  勧告の内容 

 

 

 なし。 
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４．再苦情処理（再説明請求回数） 

再苦情申立件数 

（再説明請求件数） 

総件数           ０ 件    （備考） 

 

なし。 

 

 

 

 

建 

設 

工 

事 

一般競争（政府調達協定対象外）                  ０ 件 

公 募 型 指 名 競 争                  ０ 件 

指 名 競 争                  ０ 件 

随 意 契 約                  ０ 件 

建設コンサルタント業務等                  ０ 件 

 

再苦情申立概要 

（再説明請求概要） 

 

申立日 件 名 契約方式 内容等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○委員からの 

  意見・質問 

 

 ○それに対する 

  回答等 

 

意 見 ・ 質 問 回     答 

 

 なし 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 ○委員会による 

    意見の具申 

    又は 

  勧告の内容 

 

 

 

 なし  

 

 

 


